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安全保障関連法案の徹底審議と国民への十分な説明を求める意見書

安倍政権は平成２７年５月１５日、集団的自衛権行使容認などを盛り込んだ自衛隊

法、武力攻撃事態法、周辺事態法、国際平和協力法等、合計１０の法律を改正する

「平和安全法制整備法案」及び新規立法である「国際平和支援法案」（以下、合わせ

て「安全保障関連法案」という。）を国会に提出し、現在、参議院で審議が進められ

ている。

政府は、我が国及び国際社会の平和及び安全のための切れ目のない体制の整備を目

的とする「安全保障関連法案」により、日本国の「平和」、国民の「安全」を守ると

しているが、国民の中には、アメリカが世界で行う戦争に際し、自衛隊が支援･参加す

ることになりかねないことを懸念し、本法案の成立を望まない声もある。また、これ

まで政治にかかわったことのない若者や子育て中の女性からも法案の内容がよくわか

らないとの声が多いのも現実である。

全国では約５００、北海道では約８０の自治体議会が法案に反対、或は慎重審議を

求める意見書を採択している。

係る状況の中、本市においては陸上自衛隊駐屯地もあり、隊員ご家族の思いを考え

たとき、無関心でいることはできない。

よって、政府においては集団的自衛権の行使を可能とする安全保障関連法案につい

て国民に十分説明するとともに、国会においては国民の声を反映し、慎重に慎重を重

ねた審議を行うよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。
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